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このマニュアルにおける用語の定義 

 

 

厚労省ガイドラインにて使用されている言葉 吹 田 市 で の 用 語 意　　　　　　　味

1 介護予防・日常生活支援総合事業

新しい総合事業

2 介護給付 保険（介護）給付

3 介護予防給付

介護予防訪問介護

介護予防通所介護

介護予防訪問介護等

4 サービス・活動事業（※） 吹田市高齢者安心・自信サポート事業

5 介護予防ケアマネジメント

（第1号介護予防支援事業）

6 訪問型サービス（第1号訪問事業）

従前の訪問介護相当

7 訪問型サービス（第1号訪問事業）

多様なサービス・活動　訪問型サービス・活動C
（短期集中予防サービス）（※）

8 通所型サービス（第1号通所事業）

現行の通所介護相当

9 通所型サービス（第1号通所事業）

多様なサービス・活動　通所型サービス・活動A
（多用な主体によるサービス・活動）（※）

10 その他の生活支援サービス

（第1号生活支援事業）

11 一般介護予防事業 吹田市民はつらつ元気大作戦

12 要支援者 要支援者 要支援の認定を受けている方

13 事業対象者 基本チェックリスト該当者、事業対象者

14 第1号被保険者のすべての者 65歳以上のすべての高齢者

15 基本チェックリスト 基本チェックリスト

16 ケアマネジメントA ケアマネジメントA

　　　　　　　　　　　　　　A,B,Cの総称は 　　　　　　　　　　　　　　A,B,Cの総称は

17
ケアマネジメントB       介護予防
　　　　　　　　　　　　　　ケアマネジメント

ケアマネジメントB       介護予防
　　　　　　　　　　　　　　ケアマネジメント

※17

18 ケアマネジメントC        ケアマネジメントC        

19 介護予防支援 介護予防支援
要支援の認定を受けて、保険（予防）給付を
利用している方のケアプラン

20 介護予防サービス・支援計画書 介護予防サービス・支援計画書（ケアプラン）

21 要介護等認定 要介護等認定 要支援・要介護認定申請を示す

22 利用者 基本チェックリスト該当者と要支援者を合わせて示す

23 地域包括支援センター センター

※地域支援事業実施要綱及び厚労省ガイドライン改正（令和６年８月５日）を受け、事業開始当初の名称から変更あり。

※10　※17　　令和７年３月現在、本市においては該当サービスなし

通所型サポートサービス 吹田市高齢者安心・自信サポート事業での通所介護

※10

通所型入浴サポートサービス
吹田市高齢者安心・自信サポート事業での基準緩和型の
入浴特化通所介護

訪問型短期集中サポートサービス、
短期集中

吹田市高齢者安心・自信サポート事業でのOT訪問

介護予防・日常生活支援総合事業

保険（予防）給付

介護予防ケアマネジメント
（内容によって使い分けるときは15、16、17を参照）

訪問型サポートサービス 吹田市高齢者安心・自信サポート事業での訪問介護
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～吹田市高齢者安心・自信サポート事業における吹田市独自の 

サービス内容と導入時期～ 

   吹田市高齢者安心・自信サポート事業（以下、「サポート事業」という。）においては、従前相当

のサービス内容に加えて、独自のサービスを追加しています。今後も高齢者の多様なニーズに

合わせて、構築を進めていく予定です。 

時期 吹田市独自のサービス内容 

平成 29 年 4 月 

【サポート事業開

始】 

【新たな報酬単位の設定】 

通所型サポートサービスにおいて、要支援２の認定者の週 1 回利用の報

酬単位を設定 

【訪問型短期集中サポートサービスを開始】 

日常生活における生活行為が困難な方が、専門職が考えたプログラムを

集中的に取り組むことで自立支援を図るサービス。 

平成 30 年 10 月 

 

【通所型入浴サポートサービスを開始】 

運営等の基準を緩和して、入浴の実施に特化したサービス（１回算定報

酬） 

令和 2 年 12 月 

 

【ケアプラン作成の委託を拡充】 

訪問型短期集中サポートサービス利用のためのケアプラン作成につい

て、居宅への委託を開始 

令和 3 年 4 月 【1 回算定報酬の適用を開始】 

訪問型及び通所型サービスにおいて、決められた回数や曜日を毎週利

用しないと当初からケアプランに位置付けている場合には、月額報酬で

はなく、１回算定報酬を適用 

令和 3 年 12 月 【ケアプラン作成の委託を拡充】 

ケアマネジメント C について、居宅への委託を開始 

令和 4 年 4 月 【1 回算定報酬の適用の拡充】 

同一のサービス種類で、複数の事業者を利用する場合はそれぞれの事

業者で１回算定報酬を適用 
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１ 介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）について 

（１） 総合事業の背景 

平成２７年（201５年）４月介護保険法が改正となり、介護保険法の理念に基づいた「新しい介

護予防・日常生活支援総合事業」を平成２９年（201７年）４月までにすべての市町村で実施する

ことが定められました。 

 

介護保険法の理念 

（目的） 

  第一条 

  介護等が必要となっても、尊厳をもって、有する能力に応じ自立した生活を営めるようサービ

スを給付する。 

（国民の努力及び義務） 

  第四条 

  要介護状態を予防するための健康保持増進、要介護状態となった場合の能力維持向上に努

めるものとする。 

 

 

（２） 吹田市の総合事業の基本方針 

要支援状態の人が要介護状態になることを防ぎながら、住み慣れた地域の中で生きがいを持

って暮らすことができるように、介護予防の視点を軸に高齢者の能力を最大限引き出し、多様で

柔軟なサービス提供や地域住民の参画など地域の支え合い体制づくりを推進し、地域の高齢者

に対する効果的かつ効率的な支援等を行う。 

 

（３）自立支援型ケアマネジメントの浸透・定着 

 本市では、総合事業の開始と同時に、お世話型のケアプランではなく、本人の望む生活に向けて、

自立の力を引き出すケアプランを作成する過程である「自立支援型ケアマネジメント」の浸透・定

着を進めています。 

 総合事業の利用が必要になるのは、基本チェックリストの該当者もしくは要支援１及び２の認定

を受けた心身の状況が比較的元気な高齢者であるため、ケアマネジメントを進めるにあたり、セン

ター職員やケアマネジャーが、サービス事業者とともに高齢者本人の状態を一緒に確認し合うこ

とで、本人のニーズや特性、残存能力や強みを把握し、望む生活などへの本人の意欲を引き出す

ことが重要です。本人の暮らしぶりや趣味、特技等の情報も、今後、どのような生活を送りたいか

を具体化（目標設定）するのに役立ちます。さらに口腔機能や栄養状態についてアセスメントし、

改善につなげることで、全身機能の向上効果を高め、自立への近道となります。このように、多方

面からのアセスメント内容を、専門的な見解と併せて十分に取り入れることが、「自立支援型ケア

マネジメント」の重要な視点です。 
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２ 吹田市の総合事業について 

（１） 令和６年度現在の吹田市の総合事業の事業構成と内容 

 
 

介
護
予
防
・日
常
生
活
支
援
総
合
事
業 

 ①サービス・活動事業 

（吹田市高齢者安心・

自信サポート事業） 

 ③訪問型サービス  訪問型 

サポートサービス 

（従前の介護予防訪問

介護に相当） 

   訪問型短期集中サ

ポートサービス 

（リハビリ専門職訪問） 

  ④通所型サービス  通所型 

サポートサービス 

（従前の介護予防通所

介護に相当） 

   通所型入浴 

サポートサービス 

（基準緩和型入浴特化

通所介護） 

  ⑤介護予防ケアマネジメント  ケアマネジメント A 

   ケアマネジメントＣ 

    

 ②一般介護予防事業 

（吹田市民はつらつ 

元気大作戦） 

 介護予防把握事業 

  介護予防普及啓発事業 

  地域介護予防活動支援事業 

  一般介護予防事業評価事業 

  地域リハビリテーション活動支援事業 

 

①  サービス・活動事業（吹田市高齢者安心・自信サポート事業） 

平成３０年３月末まで要支援者が利用していたホームヘルプサービス（介護予防訪問介護）、

デイサービス（介護予防通所介護）が、介護保険制度の改正によって介護保険の給付から、市

独自の事業として実施するサービス・活動事業へ移行しました。 

市独自のサービス体系として、リハビリ専門職が検討を加えたプログラムを集中的に取り組

むことで自立支援を図る訪問型短期集中サポートサービスや、基準緩和型である通所型入浴

サポートサービス（令和７年６月末終了）があります。 

 

②  一般介護予防事業（吹田市民はつらつ元気大作戦） 

   センターが介護予防について相談を受け、適切な教室・講座や住民主体活動などへの利用

を支援します。６５歳以上のすべての方を対象とした介護予防などの教室や講演会の実施、地

域で継続した取り組みができるよう、住民主体の通いの場の立ち上げ、継続への支援など健康

づくりと介護予防を一体的に提供しています。 
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種類 内容 提供方法 

利用者 

負担 

③
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス 

訪問型 

サポート 

サービス 

従前の介護予防訪問介護と同等

のサービス 

市指定の事業者 従 前 のサー ビ

スと同等 

訪問型 

短期集中 

サポート 

サービス 

市独自サービスで、専門職が訪

問し、機能の回復、向上に重点を

置き、生活上の不安、不便を軽

減するための指導、助言を行う

（通所型サポートサービスと併

用） 

市雇用のリハビリ専門

職 

なし（通所型

サポートサー

ビス利用にか

かる費用は必

要） 

④
通
所
型
サ
ー
ビ
ス 

通所型 

サポート 

サービス 

従前の介護予防通所介護と同等

のサービス 

市指定の事業者 従 前 のサー ビ

スと同等 

通所型入浴 

サポート 

サービス 

（令和７年６

月末終了） 

市独自サービスで、入浴動作に

不安があるものに対して、介護

保険施設等で入浴の見守りを受

けるサービス 

市指定の事業者 従 前 のサー ビ

ス基準を緩和 

⑤
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

ケアマネジメ

ントＡ 

（サポートケ

ア マ ネ ジ メ

ント） 

介護予防支援と同様のケアマネジメ

ント 

※保険(予防)給付のサービス利用があ

る場合は、ケアプランも保険（予防）給付

（介護予防支援） 

居住地域担当のセンター

(居宅介護支援事業所に

一部委託） 

ケアマネジメント C も委託

可 

 

 

 

 

 

なし 
ケアマネジメ

ントＣ（はつ

ら つ ケ ア マ

ネジメント） 

初回のみケアプラン作成のケア

マネジメント 
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（２）総合事業のサービス提供の流れ 

 

センター、市役所介護保険グループなどで相談

要支援１、２

基本チェックリスト

事業対象の基準に該当するか確認

地域包括支援センター職員が実施

サポート事業

吹田市民はつらつ元気大作戦（一般介護予防事業）

65歳以上の全ての高齢者対象

要介護1～5

相談

地域包括支

援センター

非該当

など

ケアマネジメ

ントＡ

地域包括支援

センター等

基本チェックリス

ト該当

要支援・要介護認定

認定調査、主治医意見書をもとに

どの程度介護が必要なのか審査会で審査・判定

非該当

保険（介

護）給付

サービス

訪問型サー

ビス、通所

型サービス

のみの利用

者

訪問型サービ

ス、通所型

サービス以外

の利用者

保険（予

防）給付

サービス

サポート事業 +

保険（予防）給付

サービス

○通所型サービスが要支援2相当の利用が必要な場合

○予防給付のサービスを1つでも利用する必要がある

場合

○介護給付のサービスを1つでも利用する必要がある

場合

○2号被保険者の場合（訪問型サービス、通所型サービ

スのみ利用の場合も必要）

○訪問型サービス・通所型サービス

のみ利用の1号被保険者（ただし要

支援1程度のサービス量が基本）

○一般介護予防事業のみの利用

介護予防支援

地域包括支援

センター等

介護予防支援

地域包括支援

センター等

ケアマネジメ

ントＣ

地域包括支援

センター等

ケアプラン作

成

居宅介護支援

事業者

訪問型サービス、

通所型サービス

とそれ以外の

サービスの利用

者
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（３）総合事業のサービスの組み合わせ 

（状態に応じて必要なサービスを、必要な期間、提供するために、全件、アセスメント結果に応じ、

いずれかのサービスを選択します。） 

  ●：必ず利用する  

○：必要に応じて適宜利用する 

  ▲：予防給付（介護予防支援）またはサポート事業（介護予防ケアマネジメント）のいずれか。網

掛け部分が、居宅介護支援事業所に委託が可能なもの。 

 

 

☆サポート事業で利用が可能な訪問型サービス、通所型サービスは、吹田市の事業所指定を受

けている事業所のみとなります。 

吹田市内のサービス事業所を利用 他市のサービス事業所を利用 

吹田市の事業所指定が必要 

☆市外在住者、住所地特例者は「３ 市外在住者、住所地特例者などの取扱い」を参照。 

 

 

 

 

 

 

ケ
ア
プ
ラ
ン

作
成

介
護
予
防
支
援

ケアマネ
ジメント

A

ケアマネ
ジメント

C

訪問型
サポート
サービス

訪問型短
期集中サ

ポート
サービス

通所型
サポート
サービス

通所型
入浴サ
ポート

サービス

①
訪問型及び通所型サービスを利
用

最長1年
▲

（一部
委託）

○
▲

（一部
委託）

○ ○ ○ ○ ○

②
退院後など、特に身体機能が低下
し、生活に不安・不便のある時

原則3か月
最長6か月

▲
（一部
委託）

○
▲

（一部
委託）

○ ● ● ○ ○

③ 自宅での入浴に不安がある場合 最長1年
▲

（一部
委託）

○
▲

（一部
委託）

○ ○ ○ ● ○

④
訪問型及び通所型サービスを利
用しない場合や、利用を終えた場
合

（請求は
初回月のみ）

▲
（一部
委託）

○

●
(一部
委託）

● ○

ケアプラン
作成

訪問型
サービス

通所型
サービス

※保険（予防）給付のみ利用のケース

対象者
（想定例）

ケアプラン
期間

保険（予防）給付 吹田市高齢者安心・自信サポート事業
一
般
介
護
予
防
事
業
に
よ
る

講
座

、
教
室
な
ど

各
種
サ
ー

ビ
ス
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（４） 1 号及び 2 号被保険者別の利用可能サービス 

＜1 号被保険者の場合＞  

要支援１、２の認定を受けているか、基本チェックリスト該当によりサポート事業を利用できます。 

（基本チェックリスト該当者の場合、サービス量は要支援１と同程度とし、保険（予防）給付は使え

ません。） 

 

 

＜2 号被保険者の場合＞   

サポート事業の利用には必ず要支援認定が必要！ 

 

 

 

 

保険（予防・
介護）給付

訪問型サポート
サービス

訪問型短期集中
サポートサービス

通所型サポート
サービス

通所型入浴サ
ポートサービス

基本チェックリスト
該当者

５，０３２単位 ○

要支援1 ５，０３２単位
保険（予防）

給付
（変更なし）

○

要支援2 １０，５３１単位
保険（予防）

給付
（変更なし）

・週1回程度
・週2回程度

・週1回程度
・週2回程度

○

要介護1～5 変更なし
保険（介護）

給付
（変更なし）

○

非該当 ○

そ
の
他

訪問型サービス

吹田市高齢者安心・自信サポート事業
一
般
介
護
予
防
事

業
に
よ
る
講
座

、

教
室
な
ど

・週1回程度

各種
サービス

・週1回程度
・週2回程度
・週2回程度
　　　　　以上

サ
ポ
ー

ト
事
業
対
象
者

通所型サービス

・週1回程度

支給限度額

保険（予防）給付

＋
サポート事業

・月1回程度

保険（予防・
介護）給付

訪問型サポート
サービス

訪問型短期集中
サポートサービス

通所型サポート
サービス

通所型入浴サ
ポートサービス

要支援1 ５，０３２単位
保険（予防）

給付
（変更なし）

・週1回程度 ・週1回程度

要支援2 １０，５３１単位
保険（予防）

給付
（変更なし）

・週1回程度
・週2回程度

・週1回程度
・週2回程度

要介護1～5 変更なし
保険（介護）

給付
（変更なし）

非該当

一
般
介
護
予
防
事

業
に
よ
る
講
座

、

教
室
な
ど

各種
サービス

訪問型サービス

・月1回程度

支給限度額

保険（予防）給付

＋
サポート事業

・週1回程度
・週2回程度
・週2回程度
　　　　　以上

そ
の
他

サ
ポ
ー

ト
事
業

対
象
者

吹田市高齢者安心・自信サポート事業

通所型サービス
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（５）高額介護予防サービス費、高額医療合算介護予防サービス費について 

保険（予防）給付の利用料と同様、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護予防サー

ビス費の対象となります。 

 

（６）医療費控除について 

保険（予防）給付の利用料と同様、生活援助中心のサービスを除き、医療費控除の対象と

なる居宅サービスと併せて利用する場合のみ、医療費控除の対象となります。医療費控除の

対象となる居宅サービスや施設サービス等については高齢福祉室介護保険グループ（電話

06-6384-1341）、医療費控除の明細書等については、市民税課（電話 06-6384-1248）

にお問い合わせください。 
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３ 市外在住者、住所地特例者などの取扱い 

（１）住民登録のない市町村に居住している被保険者で、住所地特例ではないケース 

 

 パターン１ パターン２ 

吹田市に住民登録がある吹田の

被保険者がＡ市に居住 

Ａ市に住民登録があるＡ市の被

保険者が吹田市に居住 

吹田市 Ａ市 Ａ市 吹田市 

住民登録 ○  ○  

保 険 者 ○  ○  

居 住 地  ○  ○ 

担当するセンター 

住民登録地を

担当する吹田

市のセンター 

 住 民 登 録 地 を

担当するＡ市の

センター 

 

計画作成・ケアマネジメント依

頼提出先 
吹田市  Ａ市 

 

ケアプラン原案作成 

吹田市のセンターから委託可 

 

（※１）Ａ市の居宅介護支援事業

所 

Ａ市のセンターから委託可 

 

（※２）吹田市の居宅介護支援事

業所 

保険（予防）給付 

 Ａ市、近辺の指

定サービス事業

所 

 吹田市、近辺の

指 定 サ ー ビ ス

事業所 

総

合

事

業 

介
護
予
防
・生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス 

訪問型サポートサー

ビス・通所型サポート

サービス 

吹田市の事業所指定が必要 

 

Ａ市、近辺の事業所 

Ａ市の事業所指定が必要 

 

吹田市、近辺の事業所 

訪問型短期集中 

サポートサービス・通

所型入浴サポートサ

ービス 

 

Ａ市のサービス

は受けられない 

 吹田市のサー

ビスは受けられ

ない 

一般介護予防  Ａ市に確認が必

要 

 利用のつど確

認 

※１ ケアプラン原案の委託料は吹田市の決めた金額かつ吹田市の請求方法となる。 

※２ ケアプラン原案の委託料はＡ市の決めた金額かつ A 市の請求方法となる。 

・府外の市町村が保険者で、居宅介護支援事業所へ委託する場合、国保連経由の居宅介護支

援事業所へのケアプラン原案委託料の支払いができないため、ケアプラン料は給付管理を行

ったセンターへ支払われ、センターから府外の居宅介護支援事業所へ直接払いとなります。 
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パターン１について解説・・・（吹田市以外で吹田市のチェックリストが必要な場合） 

住民票が吹田市のままで、他市に居住する、住所地特例ではないケースには… 

・ 特に事情がない限り、住民票は実際の住所に合わせていただくように説明します。 

・ 要介護等認定を受けていただくことをお勧めします。（認定調査については、吹田市が他

市へ調査委託が可能。） 

・ 要支援となりサポート事業を利用する場合は、吹田市の指定を受けている事業所でないと

利用できないため、事業所選択が限られる可能性があることや、新規に事業所指定を受け

る際は時間を要すること等を説明します。 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民登録変更やサービス事業所の指定について説明 

 
ＹＥＳ ＮＯ 

住民登録変更 

要介護等認定 

 

住民登録のある地域のセンター職員が、本人又は本人に会える

家族に電話で基本チェックリストを聞き取る。確認同意欄に本人

署名がもらえないため、確認同意欄の文言を読み上げて、口頭

での同意をもらい、欄外に記載。経過記録にも記載しておく。（そ

の後の契約書類や、ケアプランへの本人署名は省略することは

できない。） 

基本チェックリスト該当者となるか、確認。 

基本チェックリストの聞き取りの例外と認め（電話での聞き取

り）、（１）のパターン１によりケアプラン作成を進める。 
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（２）住所地特例者 

 パターン１ パターン２ 

Ａ市内施設に入所・入居し、Ａ

市に住民登録を移した吹田市

の被保険者 

吹田市内施設に入所・入居し、吹

田市に住民登録を移したＡ市の被

保険者 

吹田市 Ａ市 Ａ市 吹田市 

住民登録  ○  ○ 

保 険 者 ○  ○  

居 住 地  ○  ○ 

担当するセンター 

 居 住 地 を担 当

するＡ市のセン

ター 

 居 住 地 を 担 当

する吹田市のセ

ンター 

計画作成・ケアマネジメン

ト依頼提出先 

 Ａ市に提出 

（Ａ市から吹田

市に送られる） 

Ａ市（保険者）  

ケアプラン原案作成 

 （※１）Ａ市のセ

ン タ ー が 担 当

（委託の可能性

あり） 

 （※２）吹田市の

センターが担当

（委託の可能性

あり） 

保険（予防）給付 

 Ａ市、近辺の指

定サービス事業

所 

 吹田市、近辺の

指定サービス事

業所 

総

合

事

業 

介
護
予
防
・生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス 

訪問型 

サポートサービス 

通所型 

サポートサービス 

 

 

Ａ 市 の 指 定 事

業所 

 

 

吹 田 市 の指 定

事業所 

訪問型短期集中 

サポートサービ

ス・ 

通所型入浴サポ

ートサービス 

 

Ａ市の事業を 

利用可 

 

吹田市の事業

を利用可 

一般介護予防   

※１ ケアプラン原案の委託料はＡ市の決めた金額かつ A 市の請求方法となる。 

※２ ケアプラン原案の委託料は吹田市の決めた金額かつ吹田市の請求方法となる。 
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（３）転出入による基本チェックリストの結果と認定結果の引き継ぎ 

 

 転 入 転 出 市 内 転 居 

基本チェ

ックリスト

該当 

引き継がない 

新規申請と同様、窓口等

で聞き取り、制度の説明

等を行った上で、適切な

手続を案内。 

引き継がない 

総合事業対象者の手

続きを希望する場合

は、転出先の市町村

が定めたルールによる

手続が必要。 

引き継ぐ 

新しく担当となるセンターが

新規にケアプランを作成。 

（ただし、引越し前のセンタ

ーが「居宅（介護予防）サー

ビス計画作成・介護予防ケ

アマネジメント依頼中止届

出書」を提出する必要あり。

新しく担当となるセンターは

「居宅（介護予防）サービス

計画作成・介護予防ケアマ

ネジメント依頼（変更）届出

書」を提出する） 

要支援 

１、２ 

引き継ぐ 

（転入後６か月） 

引き継ぐ 

（転出先で６か月） 

引き継ぐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

４ 介護予防ケアマネジメント 

（１）介護予防ケアマネジメントの考え方 

介護予防ケアマネジメントは、高齢者自身が地域における自立した日常生活を送れるよう、介

護予防に向けて、高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぎ、重度化しないよう要支援者

等の状況にあった適切なサービスが包括的かつ効果的に提供されるよう、必要なケアをマネジメ

ントするものです。 

適切なアセスメントの実施により、利用者の状況を踏まえた目標を設定し、利用者本人がそれ

を理解した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用し、目標の達成に取り組むこ

とが大切です。具体的にサポート事業や吹田市民はつらつ元気大作戦等の利用について検討の

うえ、ケアプランを作成及び自ら実施、評価できるよう支援します。 

また、定期的に自立支援型ケアマネジメント会議において多職種も含めて事例検討を行うこと

により、自立支援型ケアマネジメントの浸透・定着を進めています。（詳細は本マニュアル P3 参

照） 

 

（2）ケアプラン作成と委託について 

介護予防ケアマネジメント A、C は、従来の介護予防支援と同様、本人が住民登録している地

域を担当するセンターが作成することとしますが、業務の一部を委託することができます。なお、ケ

アマネジメント A を終了し吹田市民はつらつ元気大作戦へ移行する場合にも、ケアマネジャーが

担当を変更することなく、ケアマネジメント C の活用に引き継ぐことができます。 

介護予防ケアマネジメントについては、居宅介護支援事業所が委託を受けた場合の受託件数

の制限は設けておらず、居宅介護支援費の逓減制には含まれていません。 

なお、介護予防支援事業者として指定を受けた居宅介護支援事業所が担当しているケースが

介護予防ケアマネジメントに移行する場合は、センターからの委託により実施することができます。 

 

 （参考資料） 

 
 

 

【居宅介護支援】 

○居宅介護支援費について 

問１８０  

居宅介護支援費（Ⅰ）から（Ⅲ）の区分について、居宅介護

支援と介護予防支援の両方の利用者の数をもとに算定し

ているが、新しい介護予防ケアマネジメントの件数につい

ては取扱いに含まないと解釈してよいか。 

（答）貴見のとおりである。 
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（3）介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの区別 

   要支援の認定を受けている利用者の場合、利用するサービスによって、介護予防支援か介

護予防ケアマネジメントか、その月のケアプランの請求費目が異なるので注意が必要です。 

 

    介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの区別 

要介護状態区分 利用サービス 請求費目 

要支援認定者 

保険（予防）給付 

+ 

サポート事業 

介護予防支援費 

保険（予防）給付 介護予防支援費 

サポート事業 

介護予防ケアマネジメント費 吹田市民はつらつ 

元気大作戦のみ 

基本チェックリスト該当者 

サポート事業 

介護予防ケアマネジメント費 吹田市民はつらつ 

元気大作戦のみ 

 

（4）ケアプラン原案作成時のアセスメントと自立支援型ケアマネジメント 

ケアプラン原案作成時に単にアセスメントの項目を聞き取るだけでは、本人の状態像等を理

解したことにはなりません。 

本人の状態を本人と一緒に繰り返し確認し合うことで、本人のニーズや特性、残存能力に気

づき、本人の強みを把握し、望む生活や暮らしぶりへの意欲を引き出すことができます。 

  

    アセスメントの際に使用するツール 

   ア  アセスメントシート(データ掲載場所については本マニュアル P４3,44 参照) 

このシートを活用することで、利用者はどのような生活を望んでいるのかを考え、具体的

にＡＤＬ、ＩＡＤＬ、趣味活動、社会活動などの実状を聞き取ることができます。 基本チェッ

クリストとアセスメントシートの質問項目には関連性があるため、基本チェックリストの該当

項目を参考にすることで、したい生活、うまくできていない理由、現在できていることなど具

体的に聞き取ることができます。アセスメントとは、利用者はどのような生活を望んでいる

のかを捉え、現状の生活から「なぜうまくできないのか」を検討し、その人の強みをより高

め、より自立し、充実した生活を送るための本人のケアプラン原案作成のもととなるもので

す。 
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　　　　年　　　　月　　　　日 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１回目 ２回目 ３回目 ４回目

／ ／ ／ ／

1 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

2 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

3 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

4 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

5 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

6 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

7 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

8 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

9 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

10 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

11 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

12 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

13 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

14 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

15 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

16 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

17 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

排
泄

18 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

19 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

20 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

21 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

22 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

23 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

24 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

う
つ

25 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

26 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

27 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

28 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

29 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

30 0.はい 1.少し･時々 2.いいえ

健
　
　
　
康

前の晩に食べたものを思い出せますか

尿もれ、便秘、下痢など、排泄に関するトラブルはな
いですか

運
　
動

運
動

自宅内を食器や洗濯物などの物を持って歩けますか

外出時、かばんや荷物などの物を持って歩けますか

ズボン・スカートを立ったまま、支えなしで着脱でき
ますか

薬はきちんと飲んでいますか

食事内容に指導を受け、その注意を守っていますか

散歩や体操を週１回以上していますか

生
　
　
　
　
活

洗濯をしたり、干し物を取り込み、元の位置にしまっ
ていますか

家の中や家のまわりの片付けや掃除などをしています
か

ごみの分別やごみ出しをしていますか

認
知

領
域

項
目

番
号

確認内容 評価尺度

※すべての行為ができていれば「はい」、ひとつでも欠けていれば「少し・時々」、すべてができていなければ「いいえ」

吹田市高齢者安心・自信サポート事業　アセスメントシート

回　答

一人で体を洗うことができますか

洗顔、ひげそり（男性）等を行い、髪を整えています
か

爪の手入れができますか

充分な睡眠は取れていますか

口
腔

歯や入れ歯を磨いたり、口腔の手入れをしていますか

自分の歯又は入れ歯で左右の奥歯をしっかりとかみし
められますか

健
康
管
理

定期的な診察、あるいは１年に１度健診を受けていま
すか

栄
養
・
食
生
活

更
衣

入
浴
・
整
容

布団の出し入れ、ベッドの整え、シーツ交換、布団干
しをしていますか

社
　
　
会

閉
じ
こ
も
り

趣味や楽しみ、好きでしていることはありますか

日中寝ないで起きて過ごしていますか

家庭で決まった仕事や役割はありますか

親族、友人、隣近所との付き合いや談笑する機会があ
りますか

催し物や地域の活動などに参加していますか

火の始末や戸締りはできますか

洗
濯
・
清
掃
等

食事の用意をしていますか

毎日、規則的に食事をしていますか

主食・主菜（肉、魚、卵、乳製品、大豆製品）・副菜
（野菜、海藻など）をバランスよく食べていますか

季節・場所に応じた服装ができますか

寝間着や肌着の着替えができますか
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アセスメントの際の留意点

運動：移動、家事等の動作の状態を把握します。
生活：家事（調理・掃除・洗濯・ゴミ出し等）や身の回りのことを行っているか把握します。
健康：食事、排泄、運動、休養の観点から定期受診が行われているかどうか等を把握します。

領
域

項
目

番
号 ０．　はい １．　少し・時々 ２．　いいえ

1 両手で持って歩ける
片手に少量を持って、複数回に
分けている

全て家族などが支援している

2 歩ける 歩行器などを利用すれば歩ける 物を持っては歩けない

3 できる 何かにつかまればできる 座らないとできない

4 全てしている
４つの行為のうち、いずれかがで
きない

４つの行為のうち、いずれもできな
い

5
一連の行為を自分で行って
いる

一連の行為のうち、いずれかに
支援を受けている

全て家族などが支援している

6
一連の行為を自分で行って
いる

一連の行為のうち、いずれかに
支援を受けている

全て家族などが支援している

7
一連の行為を自分で行って
いる

分別やまとめることはできるが自
分で出せないなど一部支援を受
けている

全て家族などが支援している

8 できる 声かけなどがあればできる。 全て家族などが介助している

9 できる
整えるなど一部介助があればで
きる。

全て家族などが介助している

10 できる
手の届かない部分など一部介助
があればできる

全て家族などが介助している

11 できる 一部介助があればできる 全て家族などが介助している

12 できる 一部介助があればできる 全て家族などが介助している

13 全てできる
炊飯やレンジの操作などが一部
できる

全て家族などが支援している

14 している 時間や回数がまちまち
おなかがすいたら食べるなど不規
則

15 考えて食べている 一部偏りがある
同じものばかり食べるなど極端な
偏りがある

16 できる
直近１年で鍋を焦がす・戸締りを
忘れるなどの失敗が数回ある

直近１年で火の始末・戸締りの失
敗が度々ある。また家族などの管
理下にある

17 思い出せる
思い出せるが不明瞭なことがあ
る

全く思い出せない

排
泄
18 全くない 間に合わないことがあり心配 常時心配

19 している 声かけや準備してもらえばできる 全て介助または全く行っていない

20 かみしめられる
かみしめに不具合があり、かみ
しめられないことがある

常時かみしめられない

21 受けている
気になった時だけ受診したり健
診を受ける

全く受けていない

22 忘れず飲んでいる
時々忘れてしまい飲んでいない
ことがある

全く管理ができない

23
バランスや量など決められた
ことに注意して食べている＊
制限ない人は「はい」

注意は気にしているが、時々好
きなものを食べてしまう

注意は気にしないで好きなものを
食べる

24 週１回以上している 月に１回程度している 全くしていない

う
つ
25

７時間以上とれており、熟眠
感が得られている

７時間未満、もしくは熟眠感が得
られていない（入眠困難、中途覚
醒など）

７時間未満かつ熟眠感が得られて
いない

26 週に１回程度ある 年に何回かある 楽しみが全くない

27
日中はほとんど寝ることはな
い

週に１回程度は日中に寝ること
がある

ほぼ毎日日中に寝て、夜に眠れず
起きている

28
毎日決まった仕事や役割が
ある

週に１回程度ある 全くない

29 毎日ある 週に１回程度ある 全くない

30 よく参加している 時々参加している 全く参加していない

生
　
　
　
　
　
活

健
　
　
　
康

布団の出し入れ、ベッドの整え、シーツ交換、
布団干しをしていますか

洗濯をしたり、干し物を取り込み、元の位置に
しまっていますか

家の中や家のまわりの片付けや掃除などをして
いますか

ごみの分別やごみ出しをしていますか

洗
濯
・
清
掃
等

火の始末や戸締りはできますか

前の晩に食べたものを思い出せますか

充分な睡眠は取れていますか

健
康
管
理

定期的な診察、あるいは１年に１度健診を受け
ていますか

薬はきちんと飲んでいますか

食事内容に指導を受け、その注意を守っていま
すか

散歩や体操を週１回以上していますか

認
知

運
　
動

社
　
　
会

栄
養
・
食
生
活

食事の用意をしていますか

毎日、規則的に食事をしていますか

主食・主菜（肉、魚、卵、乳製品、大豆製
品）・副菜（野菜、海藻など）をバランスよく
食べていますか

入
浴
・
整
容

一人で体を洗うことができますか

洗顔、ひげそり（男性）等を行い、髪を整えて
いますか

爪の手入れができますか

更
衣

季節・場所に応じた服装ができますか

寝間着や肌着の着替えができますか

尿もれ、便秘、下痢など、排泄に関する心配が
ありますか

趣味や楽しみ、好きでしていることはあります
か

日中寝ないで起きて過ごしていますか

口
腔

歯や入れ歯を磨いたり、口腔の手入れをしてい
ますか

自分の歯又は入れ歯で左右の奥歯をしっかりと
かみしめられますか

※すべての行為ができていれば「はい」、ひとつでも欠けていれば「少し・時々」、すべてができていなければ「いいえ」

社会：社会参加（仕事・ボランティア・老人会の参加等）ができているか、家族や近隣の人との関係が保たれているかどうか、家庭内の役割の
有無を把握します。

確認内容

運
動

自宅内を食器や洗濯物などの物を持って歩けま
すか

外出時、かばんや荷物などの物を持って歩けま
すか

ズボン・スカートを立ったまま、支えなしで着
脱できますか

閉
じ
こ
も
り

催し物や地域の活動などに参加していますか

家庭で決まった仕事や役割はありますか

親族、友人、隣近所との付き合いや談笑する機
会がありますか



18 
 

イ はつらつ元気手帳（介護予防手帳） 

       本人のセルフマネジメントを目的として本

市が作成し、センターや市の介護予防事業で

配付しています（※）。 

生活目標や介護予防活動を本人自身が記 

録し、家族や支援者等と共有することができ

ます。「興味・関心チェックシート」の内容も記載

しています。必要に応じて活用してください。 

 

     ※ ３年間使用可能です。これまでに配付され

ていない方や、３年間使用し、手帳の記入

欄がなくなった方にセンターで配付しま

す。センター職員が、はつらつ元気手帳の

使い方を説明します。できるだけ利用され

る本人がセンターで受け取ってください。 

   

 

（５） 自立支援型ケアマネジメント会議 

「自立支援型ケアマネジメント」の実践を推進するため、平成２９年度から研修会や「吹田市

自立支援型ケアマネジメント会議」を開催しています。「吹田市自立支援型ケアマネジメント会

議」は、高齢者本人が望む住み慣れた地域での自立生活を目指すために運動器、口腔、栄養

等に関する多職種からの助言を得ながら生活行為の課題の分析等を通じて、心身の状態を改

善に導くために行う個別事例検討会議です。今後も引き続き、研修会や「吹田市自立支援型ケ

アマネジメント会議」への居宅介護支援所の事例提出やサービス事業所の参加をすすめ、規範

的統合（みんなで同じ方向を目指す）ために、「自立支援型ケアマネジメント」の浸透・定着に取

り組んでいます。 

 

（毎回、会議の参加者が自立支援に関する認識を共有するために使用している資料の抜粋） 
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（６） 介護予防ケアマネジメントの主な加算について 

ア 初回加算 

（ア） 新規に介護予防ケアマネジメントを実施する場合 

    要介護者が要支援認定を受け、あるいは基本チェックリスト該当者として介護予防ケア

マネジメントをセンターとして初めて実施する場合に算定できます。 

（イ） 介護予防ケアマネジメントを中止して２か月以上経過した後に、アセスメントを行い、新

たに介護予防ケアマネジメントを実施する場合（新たなケアプランを作成する場合）に算定

できます。 

（ウ） 介護予防ケアマネジメントから介護予防支援に移行する場合、介護予防支援において

初回加算を算定できるのは、新規で介護予防サービス計画を作成する場合になります。具

体的には、過去２月以上センターにおいて介護予防ケアマネジメントを提供しておらず、介

護予防ケアマネジメントが算定されていない場合に、当該利用者に対して介護予防サービ

ス計画を作成した場合、または介護予防ケアマネジメント終了と介護予防支援作成までの

間に２月が経過している場合は初回加算が算定できます。（逆の場合も同様です。） 

 

イ 委託連携加算 

    センターが利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを居宅介護支援事業所に委託する

際、利用者にかかる必要な情報を提供し、ケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を

開始した日の属する月に限り、利用者 1 人につき 1 回を限度として算定します。 
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５ 相談受付・基本チェックリスト実施 

利用する 

帳票 

 

利用者基本情報(データ掲載場所については本マニュアル P４3,44 参照) 

吹田市基本チェックリスト（サポート事業利用相談用）（本マニュアル P2４,2５参照） 

総合事業（サポート事業・吹田市民はつらつ元気大作戦） 対象者確認票 

 

（１） 相談受付 

聞
き
取
り 

 

本人、家族等

の来所相談・

電話相談 

本人及び家族から相談の目的、心身の状態、希望する支援やサポート

事業のサービスの内容等について聞き取りを行います。 

説 

明 

 

手続き等の流

れの説明 

サポート事業、一般介護予防事業、要介護等認定の申請について説明

を行います。 

サポート事業

の趣旨説明 

① 適切な介護予防ケアマネジメントに基づきサポート事業を利用する

ことで、自立促進や重度化防止の推進を図るものであること。 

② 本人が目標を立て、その達成度を確認し、目標達成後は、より自立

に向けた次のステップに移っていくこと。 

サポート事業

利用時の留意

点の説明 

① 要支援１程度のサポート事業のみを利用する場合は、基本チェックリ

ストで事業対象者となれば、迅速なサービス利用が可能であること。 

② 事業対象者となった後も、必要な時は要介護等認定の申請が可能

であること。 

 

（２）相談内容別手続の例と留意点

 

要介護等認定申請
基本チェックリスト該当で

利用可能
1号被保険者であれば

利用可能

相談内容
の例

サポート事業のみの利用であっても、要支援2
程度のサービス量が必要な場合

保険（予防）給付のサービスを1つでも利用する
必要がある場合

心身の状態が要介護１以上と見込まれる場合
（サポート事業の利用回数を要介護相当まで増
やす必要がある場合を含む）

2号被保険者である場合（訪問型サービス、通
所型サービスのみ利用の場合でも認定要）

サポート事業のみ利用の1号
被保険者
（ただし要支援1程度のサー
ビス量が適当と見込まれる
場合に限る）

一般介護予防事業の
みの利用

留意点

・認定申請を不可とするので
はなく、申請手続きなくても
大丈夫、ということを説明す
る。
・それでも、認定申請を希望
される場合は申請を受付す
る。
・主治医意見書を必要としな
いが、初めて通所型サービ
スを利用する時等、必要に
応じて診療情報提供書の提
出を求める場合がある。
・要介護等認定と基本チェッ
クリストは両方を申請するこ
とはできない。

・一般介護予防事業に
ついては、1号被保険
者であれば誰でも利
用できる。
・基本チェックリストに
よるチェックは必須で
はないが、心身状態を
把握し適切な介護予
防メニューへの利用支
援をするため、チェッ
クしておくことが望ま
しい。
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☆基本チェックリストか要介護等認定申請か等判断に迷う場合等、「総合事業（サポート事業・吹

田市民はつらつ元気大作戦） 対象者確認票」を利用します。 

 

 

 

 

 

 

（３） 基本チェックリストの実施 

目的 

生活の困りごと等の相談を基にサポート事業利用の必要性及び利用意向がある被保

険者に対して、基本チェックリスト（サポート事業利用相談用 本マニュアル P2４,2５参

照）を実施し、その結果から、利用すべきサービスの区分｟サポート事業、一般介護予

防事業、及び保険（予防）給付｠のスクリーニングを行います。 
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※基本チェックリスト（サポート事業利用相談用）の実施日が事業対象者に該当する基準日に

なるため、記入日が記載されていることを確認します。 

実
施
方
法 

来所相談、また

は訪問等で本人

と面談できる場

合 

「基本チェックリストについての考え方」（本マニュアルＰ28,29 参照）に

基づき、センター職員が質問項目の趣旨を説明しながら、聞き取り

を行い記入します。確認同意欄に本人の署名を受けます。 

本人が来所等で

きず、電話や家

族等の来所によ

る相談の場合 

  

（入院中、外出に支障がある等） 

家族等から、相談の目的や本人の状況を聞き取ります。後日センタ

ーの職員が訪問し、聞き取った基本チェックリストの再確認を行い、

確認同意欄に本人の署名を受けます。 

センターが本人の状況を確認する際、本人に対して事業の説明等

を行い、適切なサポート事業の利用につなげます。 

居宅介護支援事

業所等から代理

提出 

本人が来所できない場合と同様の扱いとします。 

※基本チェックリストは支援が必要だとセンターが判断した者に対して、要介護等認定ではなく、

簡便にサービスにつなぐために実施するものであるため、要介護等認定申請と同時に実施するこ

とはできません。 

 

（４）センター担当地域外の方への対応について 

原則、基本チェックリスト（サポート事業利用相談用）は担当地域のセンターが行います。 

ア 担当地域外の利用者の相談にも各センター窓口で受け、制度やその他必要事項を説明

したうえで、必要に応じ利用者基本情報、総合事業（サポート事業・吹田市民はつらつ元気

大作戦） 対象者確認票等にて担当センターへ引き継ぎます。 

イ 説明をしても納得いかず、混乱を招くようであればその場で基本チェックリスト（サポート

事業利用相談用）を実施し、担当センターへ引き継ぎます。 

 

（５） センターが実施する事務処理 

   ア 基本チェックリストに該当し、ケアプラン作成をする場合 

（ア） 基本チェックリスト該当者の基準により判断⇒センター内の複数の職員で確認⇒セ

ンター長の決裁を受け、確定⇒センターで原本を保管（センターは原本を他の帳票と

ともに所定のファイルに綴る。） 

（イ） 居宅介護支援事業所にケアプランを委託する場合は、契約書等必要帳票とともに、

基本チェックリスト（サポート事業利用相談用）のコピーを担当ケアマネジャーに渡しま

す。（ケアプラン作成のためのチェックリストとして使用することもできます。） 

 

   イ 該当したが、相談対応のみで支援を終了した場合、原本を利用者基本情報に添付し所定

のファイルに綴ります。 

      （ア） イの場合で再度相談があり、新たにサービス利用が必要となった場合 
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ａ 原則として再度基本チェックリスト（サポート事業利用相談用）を実施します。 

ｂ 前回実施日から３０日以上経過しておらず状態に変化がない場合に限り、 

再度の実施は不要とします。 

   ウ 非該当であった場合、センターは原本を利用者基本情報に添付し所定のファイルに綴り

ます。 

      （ア） ウの場合で再度相談があり、新たにサービス利用が必要となった場合 

再度基本チェックリスト（サポート事業利用相談用）を実施します。     

 

訪問等による基本チェックリスト（サポート事業利用相談用）実施により、その場に確認できる

職員がいない場合は、該当することが間違いないと確認できれば、アセスメントなどの手続きを

進めてください。 

認定もなく、基本チェックリストも非該当となった人は、サポート事業の利用はできないため、

利用できない旨の説明が必要となります。本人の状況により、吹田市民はつらつ元気大作戦を

紹介するなど適切に対応します。 

 

（６） ２種類の基本チェックリストについて 

ア 吹田市基本チェックリスト（サポート事業利用相談用） 

窓口等での相談の際、基本チェックリストに該当するかどうかを確認する基本チェックリスト

であるため、（サポート事業利用相談用）とし、サービス利用の一番最初に利用する帳票。本

人署名とセンター長の決裁が必要です。 

イ 吹田市基本チェックリスト（介護予防サービス・支援計画書作成用） 

上記の基本チェックリスト（サポート事業利用相談用）と内容は同じもので、基本チェックリス

ト該当者の確認ではなく、サポート事業のケアプラン更新時と終了時、ケアマネジメント A か

らケアマネジメント C への移行時に使います。この吹田市基本チェックリスト（介護予防サー

ビス・支援計画書作成用）はケアプラン担当が使用するもので、センター職員だけでなく、ケ

アプラン作成を委託する居宅介護支援事業所のケアマネジャーも使用します。 

 

※活用イメージ表 

基本チェックリストの 

種類 
実施目的 

基本チェックリスト 

実施者 

基本チェックリスト（サポート

事業利用相談用） 
該当者判断のため センター 

基本チェックリスト（介護予防

サービス・支援計画書作成

用） 

ケアプラン作成のため 

ケアプラン担当者（センター及

び委託先の居宅介護支援事

業所） 
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ア  基本チェックリスト（サポート事業利用相談用）（データの掲載場所については本マニュアル    

P４3,44 に記載） 
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イ 吹田市基本チェックリスト（介護予防サービス・支援計画書作成用）（データの掲載場所について

は本マニュアル P４3,44 に記載） 

 

 

 



27 
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基本チェックリスト該当者の基準  

Ａ No.1～20 までの 20 項目のうち 10 項目以上に該当 複数項目に支障 

Ｂ No.6～10 までの 5 項目のうち 3 項目以上に該当 運動機能の低下 

Ｃ No.11～12 の 2 項目のすべてに該当 低栄養状態 

Ｄ No.13～15 までの 3 項目にうち 2 項目以上に該当 口腔機能の低下 

Ｅ No.16～17 の 2 項目のうち、No.16 に該当 閉じこもり 

Ｆ No.18～20 までの 3 項目のうち 1 項目以上に該当 認知機能の低下 

Ｇ No.21～25 までの 5 項目のうち 2 項目以上に該当 うつ病の可能性 

（注）この表における該当とは、回答が「１．」に該当することをいう。 

 

【No.26～31 までの 6 項目について】（市独自） 

事業対象者は、要介護等認定のプロセスを踏まないことから、介護保険認定者のように主治医意

見書による医療情報が得られないため No.26～31 の医療項目を設けている。（事業対象者の

基準項目外） 

１項目以上に該当し、初めての通所型サポートサービス利用となる場合は「診療情報提供書」は必

須。また、その他、医師の判断が必要な場合には、本人・家族等から丁寧に身体状況を聞き取ると

ともに、「診療情報提供書」により主治医の意見を確認する。 

（質問項目は、厚生労働省の事務連絡（平成２３年３月１１日）「プログラム参加について医師の判

断を求める場合の基準について」を参考に作成） 

 

(７) サポート事業に係る「診療情報提供書」について 

目的 

 

基本チェックリスト該当者が、通所型サポートサービス等の利用の際に、必要な

医療情報を確認するために主治医に作成を依頼し、その情報をふまえケアプラン

を作成します。 

 

依 頼 方

法 

 

本人、家族、またはセンター、担当ケアマネジャーから、主治医に作成を依頼しま

す。 

作成は、診療情報提供料（Ⅰ）の算定対象となります。 

使 用 様

式 

「吹田市高齢者安心・自信サポート事業（介護予防・生活支援サービス事業）に係

る診療情報提供書（本マニュアル P３1 参照）（データの掲載場所については本マニュアル

P４3,44 に記載） 

☆診療情報提供書作成については、診療情報提供料の算定対象となるため、本人負担が発生し

ます。 

☆診療情報提供料（１）は、医療機関間の有機的連携強化及び医療機関から保険薬局又は保健・

福祉関係機関への診療情報提供機能の評価を目的として設定されたもので、両者の患者の診療

に関する情報を相互に提供することにより、継続的な医療の確保、適切な医療を受けられる機会

の増大、医療・社会資源の有効利用を図ろうとするものです。 
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また、保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、当該患者の居住地を管轄する市町村

又は居宅介護支援事業者若しくはセンターなどに対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患

者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者一人につき月１回限り算定でき

るものとなっています。 

診療報酬改定に応じて、点数の変更がある可能性があります。 

居宅介護支援事業所にケアプランを委託した場合の診療情報提供書については、介護予防ケア

マネジメントに必要な提出書類とともに委託元のセンターにコピーを提出。原本は居宅介護支援

事業所が保管してください。 

 

　　年　　月　　日

吹田市地域包括支援センター

（居宅介護支援事業所） 御中

紹介元医療機関
所在地　

名　称　

電話番号

医師氏名

フリガナ

※診療情報提供料（Ⅰ）が算定できます。


（レセプトコメントで情報提供先は「地域包括支援センター」としてください）

問合せ先

電話：

ＦＡＸ：

吹田市高齢福祉室

吹田市高齢者安心・自信サポート事業（サービス・活動事業）に係る
診療情報提供書

　平成29年4月から、要支援１，２認定者が利用していた訪問介護・通所介護が、介護保険の給付対象から外れ,吹田
市の独自事業としての吹田市高齢者安心・自信サポート事業により市民にサービス提供しています。それにともなっ
て、通所型サポートサービス（デイサービス）等の利用にあたり吹田市地域包括支援センターへの診療情報提供が必要
となりましたので、よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　（　　　　歳）

患者氏名

処方内容（別紙コピーも可）傷病の経過及び治療状況

傷病名

サービス利用に際しての留意点等（薬物アレルギー、食物アレルギーを含む）

性別

電話

吹田市高齢者安心・自信サポート事業利用のため

（　　男　　・　　女　　）

患者住所

生年月日

地域包括支援センター（居宅介護支援事業所）名：

生活機能低下の原因になっているもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　発症日：             　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     発症日：             　　年　　月　　日

その他の傷病名

情報提供の
目的
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６ 本人宅訪問・アセスメント実施・依頼届出書の提出 

利用する帳票 

介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼書 

アセスメントシート（本マニュアル P１６参照）（データの掲載場所については本マニュア

ル P４3,44 に記載） 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関する契約書 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関する重要事項説明書 

指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施方法等について 

個人情報使用同意書  

介護保険被保険者証 

居宅（介護予防）サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）

届出書 

（１）本人宅訪問・アセスメント実施 

目的 

①自宅内での本人の心身の状況、表情、話し方、服装、清潔感、におい、

介護者、住環境、家族の介護力、本人の強みなどを把握します。 

②本人の望む生活(＝「したい」)(生活の目標)と現状の生活(＝「うまく

できていない」）のギャップについて、「なぜ、うまくできていないのか」と

いう要因を分析し、生活機能を高めるために必要な「維持・改善すべき課

題（目標）」を明らかにします 

※生活機能のどこに問題があり、困った状況になったのかを本人・家族と

認識を共有し、必要な助言を行うことで、サービス利用時や日常生活に

おいても本人・家族の取組を積極的に促します。また将来の生活機能の

低下の予防についても助言します。 

※地域の多様な社会資源等についても情報提供を行い、本人自らが健

康保持や介護予防の意識を持ち、各種サービス等の選択ができるよう支

援します。 

 

本人宅訪問 介護予防ケアマネジメントを行うための訪問日時を調整し訪問します。 

※原則、本人宅に訪問し、本人及びその家族に面接して行います。 

アセスメント 

「アセスメントシート」に基づき聞き取りをします。 

本人にあった目標設定に向けて、必要時「興味・関心チェックシート」（は

つらつ元気手帳参照）も活用します。 

アセスメント訪

問時持参する書

類等 

【居宅（介護予防）サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変

更）届出書】 

【アセスメントシート】 
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【吹田市基本チェックリスト（介護予防サービス・支援計画書作成用）】（必

要時） 

【介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関する契約書】 

【介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関する重要事項説明

書】 

【指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施方法につい

て】 

【個人情報使用同意書】 

アセスメント訪

問 時 預 か る 書

類等 

【介護保険被保険者証】 

 

アセスメントシ

ートの作成時期 

ケアマネジメント A については、初回訪問時とその後、ケアプラン更新時

や変更時に実施します。 

ケアマネジメント C については、初回訪問時のみ実施します。（給付管理

については、１回のみです。） 

（２）「居宅（介護予防）サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」の提出 

届出 センターから「居宅（介護予防）サービス計画作成・介

護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」を介護保

険グループに提出します。 

介護保険被保険者証の発行 介護保険グループは事業対象者である旨記載した介

護保険被保険者証を本人に郵送します。 

・ 吹田市は基本チェックリスト該当者の有効期間を設定しませんが、ケアプランの有

効期間は１年とします。 

・ 基本チェックリスト該当者の契約の有効期間は、「介護予防サービス・支援計画表」

の有効期間の終了日とします。なお、「居宅（介護予防）サービス計画作成・介護予

防ケアマネジメント依頼中止届出書」を提出した際にセンターと利用を終了した者双

方で中止年月日を記入してもかまいません。 

・ 新規届出の場合の被保険者証、負担割合証は、原則翌日発行、郵送となります。 

・ 認定有効期間が終了し、サポート事業のみの利用であることから、基本チェックリス

トを選択した場合の被保険者証は、原則有効期間終了日の翌日発行、郵送となりま

す。なお、「届出書」は基本チェックリスト実施後から有効期間終了日までに提出す

ることは可能です。 

・ 「介護保険負担割合証」の発行がある場合は、被保険者証とともに郵送します。 
 


